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森林資源を循環利用する意義

• 恵まれた人工林資源を活かし、循環利用を進めることは、森林整備の促進と地方創生（森林と地域が元
気になる）、地球環境の保全（地球が元気になる）、快適な空間（人が元気になる）に貢献。

木材は森林が
吸収したCO2を
炭素として長期
間貯蔵

■ ネット・ゼロ実現に貢献する木材利用
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国における排出・吸収量の算出と伐採木材製品（HWP）の扱い

HWP炭素プール

建築物カテゴリー

その他木材利用カテゴリー※

※パレット、家具などの建築物以外の
木材利用分野

紙製品カテゴリー

※方法区分
Tier 3：国独自のデータと方法論に基づき算定
Tier 2：国独自のデータを用いて、一次減衰関数に基づき算定
Tier 1：国独自のデータや方法論がない場合、FAOSTAT等のデータとデフォルト

半減期等を用いて一次減衰関数に基づき算定

• 我が国は、2020年以降の気候変動対策における国際的な法的枠組みとして採択された「パリ協定」
等を踏まえ、地球温暖化対策を推進するために「地球温暖化対策計画」を策定（最新版は令和７年

２月18日に閣議決定）。目標値は日本のNDC（国が決定する貢献）として国際連合枠組条約事務局

（UNFCCC）に提出。

• 地球温暖化防止には、温室効果ガスの排出削減対策とともに、森林等の吸収源による対策が重要。

森林吸収量には、伐採木材製品(HWP)に係る吸収量についても計上。

• HWPは、将来目標・実績値報告とも、「建築物」「その他木材利用」「紙製品」の３つのカテゴリーに区
分し、それぞれのインフローとアウトフローから炭素蓄積変化量を算出。

HWP報告値の推移と将来目標

使用量に基づくインフロー
から建築物の解体によるア
ウトフローを差し引いて炭
素蓄積変化量を算出
（方法区分：Tier３）

使用量に基づくインフロー
から一次減衰関数に基づき
アウトフロー及び炭素蓄積
変化量を算出
（方法区分：Tier２）

HWPの算出方法
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2030年目標※：
約680万t-CO2
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国産材利用が
低位なまま推移
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※2030年目標は前回計画（令和３年10月22日閣議決定）のもの
最新計画では吸収源目標値の内数として表示 2
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• 令和８年提出予定報告値の作成に向け、杭丸太（長期の炭素貯留が期待される地中木材利用）につ
いて、算定方法の新規設定を提案

令和８年のHWP報告値に地中木材利用を新規に設定

令和７年度 温室効果ガス排出量算定方法検討会（令和８年１月15日開催）
資料より抜粋
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企業による排出量の報告に木材利用による炭素貯蔵効果を新たに位置付け

他者から調達した
電気・熱の使用

による排出
（スコープ２）

J-クレジット
などによる調整＋

自社における
燃料の燃焼と

製造等に伴う排出
（スコープ１）

森林経営活動・
木材製品利用

による
炭素蓄積変化量

＋－＋－
基礎排出量

現行の調整後排出量 新たに調整後排出量の算定に追加

• SHK制度（温室効果ガス算定・報告・公表制度）とは、地球温暖化対策法に基づき、温室効果ガス
（GHG）を一定量以上排出する者にGHG排出量の算定と国への報告を義務付けし、国は報告された

データを集計し、公表する制度。

• 木材を使った建築物等を新築等により自ら所有する企業や自治体が、自社のGHG排出量から、木
材利用による炭素貯蔵量を差し引いて報告することができるよう規定を改正予定。（R8.4施行予定）

木材を使った建築物等を新築等により自ら所有する企業や自治体は、
木材利用による炭素貯蔵効果を定量化して報告することができる
自社のGHG排出量から、木材利用による炭素貯蔵量を差し引いて報告することが
可能になる
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SHK制度で木材利用による炭素貯蔵量等の報告が可能になる建築物

• 本制度改正により、主に企業等が所有する非住宅分野（オフィス、店舗、倉庫等）や賃貸マンションについ
て、 木造化・木質化が促進されることを期待。

資料：国土交通省「建築着工統計調査2023年」より林野庁作成。
注：「住宅」とは居住専用住宅、居住専用準住宅、居住産業併用建築物の合計であり、「非住宅」とはこれら以外をまとめたもの。

個人等が所有する建築物

＜中高層建築物＞

■ SHK制度で炭素貯蔵量等の報告が可能となる建築物

＜低層建築物＞

倉庫

野村不動産
溜池山王ビル

賃貸マンション

自社事務所 店舗

■ 新設着工建築物の床面積と所有形態のイメージ
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企業等が所有する建築物
※企業等：ディベロッパー等の不動産や金融、ホテル、飲食、物流、製造業等や公共機関

• 非住宅建築物や賃貸マンションは企業等の所有が大半を占めている。 • ＳＨＫ制度における特定排出者数は全国に１万３千事業者
を超え、企業等の排出量の約７割を占める。

• 今般の制度改正で、これら特定排出者が所有する建築物の炭
素蓄積変化量を報告することが可能となる。

東京海上グループ
新本店ビル（施工中）

モクシオン稲城
（三井ホームエステート）

自社ビル賃貸ビル

エフコープ生活協同組合
本部事務棟

プレカット工場倉庫
（（株）マルオ

カ）

マクドナルド
安芸熊野店

※なお、上記事例は用途別の木造化の事例であり、特定排出者以外の建築物も含む
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SHK制度で木材利用による炭素貯蔵量等の報告が可能になる木材製品

• 非建築物用途の木材製品の中には、建築物用途と同様、長期間利用されるものも多く、事業者の
所有する固定資産における炭素蓄積の増加を促す観点から、非建築物用途の木材製品についても
算定報告対象に含める。

非建築物用途の例：木杭、木製受水槽、オフィス家具、鉄道駅プラットフォーム、ウッドデッ
キ、酒樽・ワイン樽、鉄道車両、木製カウンター、木製サッシ

※木杭については、インベントリ算定方法の検討が行われているところであり、インベントリの算定対
象に 追加されれば、SHK制度においても算定範囲に含めることを検討。

オフィス家具 ウッドデッキ

鉄道駅プラットフォーム木製受水槽
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SHK制度で報告可能となる木材利用による炭素貯蔵量等について

●算定方法等●報告することが可能な建築物等

新築等により自ら所有する、木材（※）を
使った建築物等（家具等物品を含む）につい
て、木材利用による炭素貯蔵量等の報告
が可能
※ 合法性が確認された国産材が対象

炭素貯蔵量を報告した物件は、報告者が
台帳で管理
建て替えの場合は、解体した建築物
等の炭素貯蔵量を差し引いて報告

木材利用による炭素貯蔵量
＝ 木材利用量 × 密度 × 炭素含有量 × 44 /12

（計算例）スギの製材200m3を使った建築物の場合
炭素貯蔵量 ＝ 200×0.331×0.5×44/12

=  121 t-CO2

林野庁の「建築物に利用した木材に係る炭素
貯蔵量の表示に関するガイドライン」により算定
https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/mieruka.html

令和８年度に新築した場合、企業や自治体に
おいて、新築物件に係る炭素貯蔵量を算定し、
翌年度の７月までに国に報告
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中大規模木造建築の事例を提供するウェブサイト「中大規模木造建築データベース」（公益財団法人日本住宅・木材
技術センター）において、建築物の炭素貯蔵量を公開。

• 本ガイドラインを活用して、民間事業者において実際の建築物の炭素貯蔵量を算定した事例や、地方
自治体において炭素貯蔵量を認証する制度が増えてきている。

ガイドラインの活用事例

MOCXION INAGI（モクシオン稲城）

<炭素貯蔵量>約740t-CO2

三井ホーム株式会社が東京都稲城市に
建設した、木造（一部RC造）５階建て
の賃貸マンション。

信州カラマツによる２×10材を床根太
として採用しているほか、三井不動産
グループの保有林におけるトドマツ間
伐材などを活用。

同社ウェブサイトでは、炭素貯蔵量の
計算結果など、建築物を木造とするこ
とによる環境負荷の低減の効果を発信。

▲モクシオン稲城の外観

流山市立おおぐろの森中学校

千葉県流山市に建設された、木造
（一部RC造・S造）３階建ての中学
校。

千葉県産スギと長野県信濃町産カラ
マツを使い、構造材を含めた大部分
で地域材の使用を実現。

木材使用量と炭素貯蔵量の計算結果
は、木製のサインで校内に掲示され、
生徒に木材利用による地球温暖化防
止への貢献を学ぶ機会を提供。

▲校内に掲示
された炭素貯
蔵量のサイン

<炭素貯蔵量>約2,853t-CO2

林野庁中部森林管
理局は、2007年
以降に建築した森
林管理署等の５庁
舎の炭素貯蔵量を
算定し、2022年
９月に公表。▲森林技術・支援センター庁舎の外観(左)と内観(右)

林野庁 中部森林管理局における庁舎

施設名
国産材

使用量(㎥)

国産材の

炭素貯蔵量
(t-CO2)

木材全体
利用量(㎥)

木材全体の

炭素貯蔵量
(t-CO2)

富山森林管理署庁舎 141 88 141 88

北信森林管理署庁舎 110 81 110 81

岐阜森林管理署庁舎 93 64 93 64

南木曽支署庁舎 105 76 106 78

森林技術・支援センター庁舎 116 73 116 73

合計 565 382 566 384

※炭素貯蔵量を公表した５庁舎（左表）の炭
素貯蔵量の合計

<炭素貯蔵量>約384t-CO2

とっとりカーボンストレージ認証制度

鳥取県は、非住宅建築物への県産材の利用促進と、
県産材利用が地球温暖化防止に貢献していること
の普及・啓発を目的として、ガイドラインを活用
し、非住宅建築物への県産材利用による二酸化炭
素固定量（炭素貯蔵量）を評価・認証する制度を
実施。

認定された建築主には、県産材を利用した施設の
PRや、建築主のCSR（企業の社会的責任）・
SDGs（持続可能な開発目標）活動の証となる認
定書を送付。

※これまで認証された県産材の二酸化炭素固定量の
合計(2023.6.30時点)

▲認定書（県特産
の因州和紙製）

<炭素貯蔵量>約134t-CO2

中学校の外観

▲
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企業における木材利用の環境貢献の「見える化」

• 企業において、木材利用による炭素貯蔵量やCO2排出削減量を算出し、統合報告書等において環境貢献
を「見える化」する動き。

• サステナビリティ開示基準においてSHK制度を活用できると位置付けされたことから、「基礎排出量」に加え、
木材利用による炭素貯蔵量を差し引いた「調整後排出量」も有価証券報告書等に記載可能に。

サステナビリティ基準委員会：
(公財)財務会計基準機構において2022年発足

株式会社大林組（コーポレートレポート2022抜粋）
(木造高層研修施設「Port Plus®」の記述)

本施設には約1,990m3の木材が使用されており、
本施設内に1,652t-CO2を固定したことになります。
また、建設時における温室効果ガス排出量は、鉄骨
造に比べて約1,770t-CO2、鉄筋コンクリート造に比
べ約6,000t-CO2も少なく、環境負荷低減に貢献し
ています。

（出典：大林組HP）

日本の法制度や市場の特性を考慮した国内のサス
テナビリティ開示基準を2025年３月に公表
※温室効果ガス排出の測定にあたっては、温室効果ガス排
出量算定・報告・公表制度（SHK制度）の活用も可能

※金融商品取引法に基づく法定開示（有価証券報告
書）において、2027年３月期から時価総額３兆円以上
のプライム市場上場企業を対象に、同基準による情報開
示の適用が義務化される見通し

有価証券報告書等に記載する温室効果ガス排出
量について、「基礎排出量」に加えて、
木材利用による炭素貯蔵量を差し引いた「調整後
排出量」も記載可能に

■ 活用可能な主な制度・仕組み■ 「見える化」の先進事例
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（参考）建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等を促進する制度について

「『森の国・木の街』づくり宣言」への参画の募集

• SHK制度において、木材利用による炭素貯蔵効果を位置付ける方向性が取りまとめられたところ。

• 森林資源を循環利用し、全国で街の木造化を進める「森の国・木の街」づくりに向けて、多くの自治体
や企業等に「『森の国・木の街』づくり宣言」への参画を呼びかけ、木材利用の機運を高めていく。
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①建築物の木造化などの木材利用
②木材利用の効果の見える化
に取り組むことを宣言するもの
• 募集対象：自治体・企業等

• 募集方法：林野庁HPで募集

• 募集期間：令和7年10月1日
～令和８年３月31日

• 地球温暖化対策推進法に基づき、温室効果ガスを一
定量以上排出する者に排出量の算定と国への報告を
義務付けている制度

SHK制度（温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度）
• 木材を使った建築物等を新築等により所有することとなった企業

や自治体は、自らの排出量から、木材利用による炭素貯蔵量
を差し引いて報告することができるよう規定を改正予定

（R8.4施行予定）

「森の国・木の街」づくり宣言



「森の国・木の街」づくり宣言に参画いただいた場合、
・ 農林水産省（林野庁）ウェブサイトで参画いただいた自治体・企業等を紹介するとともに、
・ 建築物の木造化や木材利用の効果の見える化などに関連する情報を、随時・直接提供します。

「森の国・木の街」づくり宣言に参画いただいた自治体・企業等は以下のとおりです。

農林水産省（林野庁）ホームページでの紹介イメージ

参画いただいた自治体
○○道 ○○県 ○○都 ○○県
○○県 ○○府 ○○県 ○○県
○○市 ○○区 ○○町 ○○村
○○市 ○○区 ○○町 ○○村

参画いただいた企業
株式会社○○○○ 株式会社○○○○
株式会社○○○○ 株式会社○○○○
株式会社○○○○ 株式会社○○○○

情報提供（メール）のイメージ

「 木造化を支援する補助事業・制度をまとめました！ https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/mokuzozigyou.html 」

「 SHK制度における木材利用の報告方法を公表しました！ https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/shk_sinrin.html 」

12
・ 自治体・企業のウェブサイト等で、宣言に参画した旨を紹介いただくことも可能です。
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